
15
29

2月16日㈮～3月14日㈬

平成28年
平成29年

建国記念日

振替休日

春分の日

確定申告される方のマイナンバーカードのコピー（お持ちでない方は、マイナ
ンバー通知カードと運転免許証、年金手帳、健康保険証のいずれかのコピー）

（国民年金、健康保険、生命・損害保険、小規模企業共済等）

（上記の配偶者・専従者給与をとられている方、事業主の扶養者※16歳未満も）
は、マイナンバーだけが必要。


